
県企業

山形県外国人労働者受入環境整備支援事業費補助金 スキーム図

①交付申請書の提出

③補助事業終了後
 実績報告書の提出

➁交付決定

➃現地調査

⑤額の確定
 ⑥補助金の支給
※令和９年３月３１日までの支出

注１ ②交付決定前に実施している事業については、補助金の対象となりませんのでご注意ください。

注２ ③実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日を経過する日又は令和９年３月５日
のいずれか早い日となりますのでご注意ください。

※令和９年２月２６日までの
間に実施した事業が対象とな
ります。
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